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平成２７年１１月１３日  

福井県土木部都市計画課  

 

 

今回「福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し(案)」について、県民の皆様か

らご意見を募集したところ、次のようなご意見をいただきました。  

県では、いただいたご意見を「福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し」の策

定および今後の施策の参考にさせていただきます。 

 
 

 

１ 募集期間      

 平成２７年７月１６日（木）～７月２９日（水） 

 

２ 提出件数 

   １０２件（４６名） 
 

３ 提出されたご意見の概要および県の考え方 

   別添資料のとおり 

 

 

４ 問い合わせ先 

   福井県 土木部 都市計画課 都市環境・公園グループ 

   ＴＥＬ：０７７６－２０－０４９７ 

   ＦＡＸ：０７７６－２０－０６９３ 

   E-mail： tokei@pref.fukui.lg.jp 

  

『福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し (案 )』  
に関する県民パブリックコメント意見募集の結果  
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福井県屋外広告物条例・施行規則等の見直し（案）に関する 

県民パブリックコメント意見の概要と県の考え方 

 

【屋外広告物規制見直しの基本方針、方向性について】（30件） 

ご意見 県の考え方 

1 観光立国として当県も景観を見直し、乱立

した看板や景観を阻害する看板の是正は必要

だと思うが、一律に規制するのは問題がある

と思われる。 

これまで、許可地域と禁止地域に分け、一

律に規制するなど、地域特性に応じたきめ細

かな規制となっていないことから、史跡・名

勝の周辺や景勝地などの景観と調和が図られ

ていない屋外広告物が設置されたり、巨大な

広告物や過量な一般・案内広告物の設置が見

られます。 

今回、「ふるさと福井」の景観の魅力をさ

らに高めるため、自然・歴史、観光地、田

園・里地里山、市街地など地域特性に応じ、

メリハリのある規制基準に細分化することと

しています。 

2 歩道を歩いていると、看板の大きさや高さ

に圧倒され、こんなとてつもない看板が倒れ

てきたら怖いと思う。 

なぜ、こんな大きさが必要なのか、大きさ

や派手さを競っているようにしか思えない。 

自分の商売のことばかり主張せず、歩行者

目線で一度見れば、誰もそんな恐ろしい看板

を望んでいない。店先に書いてあれば十分わ

かる。 

看板がにぎわいをつくるなんてありえな

い。いいものを安く売ればお客さんが増え、

にぎわいにつながる。考え方を根本的に改め

るべき。 

3 看板は経済活動に必要なものかもしれない

が、福井が映画やテレビで見るような香港、

台湾みたいに乱立するのはどうかと思う。 

必要な場所に必要な看板が建てられれば良

いのではないか。 

4 県内にある屋外広告物のうち、本来の案内

誘導や目印、商品の宣伝の目的を果たしてい

るものはそれほど多くない。ただ大きいだ

け、色が派手などあるが、私にとって自然と

目が行くような魅力的な屋外広告物が少な

い。インターネットや SNS が普及した今の時

代では、看板がなくてもほとんどの情報が手

に入るので、景観上邪魔者扱いされても仕方

がないと思っている方も多いと思うが、全て

がいらないものではなく、屋外広告物が必要

とされる場所、設置すべき場所はあり、改正

案のようにメリハリを付け規制し、景観がさ

らによくなることを期待する。 

5 京都市や金沢市は厳しい規制を設け、行政

も景観への取り組み意識が高い。福井の規制

は景観意識が低く、情けないと思っていた。

今回、地域の景観特性に応じ、きめ細かな規

制を行うと言うことで十分とは言えないが、

一定の評価はできる。 

6 いろんなことが考えられるが福井へ来た人

もすんでる人も皆が福井を良いイメージを持

てるように条例の改革をして欲しい。 

屋外広告物の設置基準の見直しに当たって

は、自然の風景やまちなみに合ったデザイン

や必要最小限の大きさ、高さ、掲出数にする
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ご意見 県の考え方 

など、周辺景観との調和に配慮し、地域住民

からも受け入れられ、また、観光客などの来

県者にも好感を得られるような屋外広告物の

設置を目指し、私たちのまちをより魅力的な

ものに変え、「住んでよし、訪れてよし」と

感じる景観づくりを進めて行きたいと考えて

います。 

7 この規制には理不尽な所が多すぎる。誘導

看板・店頭看板・販売促進看板などなければ

商売を新たに始めたくても始められない。観

光客はお店を見つけられない。 

カーナビゲーションなど情報入手手段の多

様化とあるが、オープンして間もないお店は

記載されておらず、特に土地勘のない人がわ

かるはずがない。もっと福井県で商売をす

る、したい人の立場になって考えるべき。 

 屋外広告物は、自社の商品やサービスの広

告宣伝、店舗への案内誘導・所在地の目印と

しての機能を果たすなど、広告主である企

業、お店にとって重要な情報伝達ツールとな

っています。禁止地域では、一般広告物の設

置が禁止となっていますが、自家用広告、案

内広告については、高さ、大きさ等の制限

（眺望景観を規制する観光地周辺等では、屋

上広告物等の設置を一部禁止）はあります

が、設置を認める内容となっています。新た

に商売を始める方には、観光地の魅力ある景

観づくりに向け、周辺景観に配慮した広告物

設置をお願いしたいと考えています。 

8 北陸新幹線、福井国体、中部縦貫自動車道

などこれから観光客を福井県に呼び込んで観

光を盛り上げていこうと進めている事業に対

して全く逆行している改正案だと思う。 

現状の看板に規制をかけて撤去・縮小にな

ったら、景観が良くなり観光客が増えると言

うが、果たしてそうか。私達は他県に行った

時、まず目にし、情報を得るのは看板であ

り、目的地から広告を見て足を広げ観光に歩

く、そういったものが産業の活性化・潤いに

つながると思う。 

看板をなくし情報源を絶ってしまえば、産

業は冷え込み、経済はまわらなくなるのでは

ないか。 

その土地に何があって、どんな物が美味し

いのかなどは看板によって情報を得ており、

カーナビや SNS の普及で広告板は無くなって

良いと言うのは著しく偏った意見である。 

 全国の観光に関する動向調査では、観光客

の多くはその土地ならではの歴史・文化や自

然・景観を求めています。そのため、今回の

規制見直しは、福井の優れた自然、歴史景観

の保全に重点を置き、各地域において良好な

景観形成を図り、来県者にふるさと福井の良

さを満喫していただけるよう、各地域におい

て魅力を高めていきたいと考えています。 

 看板は広告宣伝、案内誘導など、観光地は

もとより、地域にとって必要なもので、観光

地周辺の禁止地域においても１事業所２個ま

での案内広告を認める内容となっておりま

す。目的地からの近隣の観光地等を案内する

広告の設置は重要で、市町等が設置する公共

看板との連携により、景観に配慮した広告物

の設置を進め、地域の活性化につなげていた

だきたいと考えています。 

9 景観を良くするには、著しく古くなってい

たり、外れそうな物、長年放置されているも

のなどを整備することだと思う。 

許可を取り、メンテナンス等がされ、ちゃ

んと管理されているものにまで規制をかける

ことが果たしてよいのか。 

違法看板、違法業者に厳しい罰則であっ

て、正当に商売している者には厳しいもので

はあってはならない。 

違法看板、無許可で営業している業者に向

けてピンポイントに規制をかけて行くべきで

良好な景観形成を図る上では、老朽または

破損したものなど、美観風致を損なう広告物

を放置することは違反行為であり、改善する

必要があります。 

現在、既に違法となる広告物や広告業者に

対しては、市町において厳正に対処するよう

指導しているところです。今回、高速交通体

系の進展や福井国体の開催などにより、来県

者の増加が見込まれることや観光客の景観志

向、県民の景観意識の高まりなど、本県を取

り巻く社会情勢の変化や広告物の現状を踏ま
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ご意見 県の考え方 

あり、合法で正規に営業している事業所が巻

き込まれて営業できなくなる。 

え、周囲の景観との調和が図られず、過剰な

広告物を制限し、良好な景観づくりを進める

ため、条例等を見直すこととしています。許

可を受けて適法に設置されている広告物であ

っても新たな設置基準に適合させる必要があ

るため、６年の経過措置期間を設けることと

しており、その間に改善していただきたいと

考えています。 

10 私達看板業を営む地元業者も規制によって

廃業に追い込まれる恐れもある。何かを変

え、生まれ変わった福井県をアピールするの

であれば、まず地元の産業が栄え、元気であ

ることが最優先である。他県で行っている条

例に右に倣えで真似しても、福井の良さはで

ないと思う。市民と寄りそった改正案にする

べき。 

今回の見直し（案）は、各市町や関係団体

等との意見交換や県民アンケートなどを行

い、学識経験者をはじめ、広告業や商工関係

の民間事業者など有識者による屋外広告物審

議会に諮りながら策定したものです。 

見直し（案）では、優れた自然景観の保全

に重点を置き規制基準の見直しを行っており

ます。一方、許可地域となる商業地域等で

は、広告主となる商工関係者などの意見や経

済活動への影響等を考慮し、改正案の検討を

進めたいと考えています。 

11 天空の城ブーム以来、大野には団体・個人

の観光客が増加し、観光客の中でも高齢者が

多い。よく尋ねられるのが、観光スポットが

分散していて場所がわかりにくいと言う。現

在でも大野は、看板の規制が厳しいため、こ

れ以上の看板規制は、町の活性化には逆効果

に過ぎないと思う。 

各市町において、観光客に対する案内誘導

のため、看板設置のほか Wi-Fi の導入やイン

ターネット情報発信など様々な取り組みが行

われています。 

大野市は独自の屋外広告物条例による設置

基準を定めていますが、今後、大野市におい

ても県条例の見直し（案）の内容を踏まえ、

改正に向けた検討を進めると聞いています。 

12 町作りは商業が発展し、人の往来が増えれ

ば自然にできあがっていくモノで、都市景観

の整備デザインではなく、まずもって人の集

まる仕掛け作りを根気よく繰り返すことが優

先されるべき、看板の大きさや高さ、色など

の規制はそれからでも遅くない。 

人々が集まり、賑わいのあるまちづくりを

進めることは重要と考えています。例えば、

足羽山の自然や足羽川の桜並木などは都市の

シンボルとなり、人が集まり、賑わいを創出

する大切な都市景観の一つとなっています。

屋外広告物の規制、誘導による良好なまちな

み景観の形成は、潤いと魅力ある都市づくり

にもつながるものと考えており、市町の様々

な賑わい創出のための活動と合わせて、魅力

あるまちづくりを進めて行きます。 

13 個人的には福井県のイメ-ジとして自然景

観、歴史景観に優れた「ふくい」という意識

であり、今後、観光立県として、また福井国

体に向けて「住みやすさ日本一」と合わせ、

「美しさ日本一」を目指し、早急に「規制強

化」に取り掛かるべき。商工団体等はもとよ

り幅広く県民に周知徹底し、実施にむけて協

力を要請すべき。 

福井には美しい自然や歴史的まちなみ、農

村風景など優れた景観が数多くあります。今

後、北陸新幹線の県内開業や福井国体が開催

されることから、来県者の方々に福井県が誇

る美しい自然や歴史、伝統などふるさと福井

の良さを満喫していただけるよう、様々な取

組みとも連携し、各地域において良好な景観

形成を図り、「ふるさと福井」の魅力を高め

ていきたいと考えています。また、県民一人

ひとりが「ふるさと福井」に誇りを持ち、こ

れらの景観を守り、育てることが大切であ

14 県内には、史跡、名勝、文化財や自然景観

など景観を保全すべき地域が多く、また、圃

場など見通しのよい広々とした地域に、無秩
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ご意見 県の考え方 

序に広告物が設置される恐れがある。 

条例見直しで詳細な設置基準が示されるこ

とにより良好な景観が形成され、今後、国体

開催や新幹線延伸により県内に訪れる機会が

増えるため、来県者が快く過ごせることを期

待する。 

り、関係団体等をはじめ広く県民に周知、啓

発を行っていきます。 

15 福井の観光は、「恐竜」もあるが自然、歴

史だと思う。全国的にも観光地の魅力を高め

る取り組みが進められており、無電柱化、道

路の景観整備も大切である。広告物の規制に

より観光地の魅力が高まり、多くの観光客が

訪れることを期待している。 

16 農地にある看板は借地料が払われ、その人

は恩恵があるかもしれないが、隣で耕作する

者にとっては先祖が守ってきた農村の風景を

損なうもので決して喜ばれるものではないこ

とから、規制を強化してほしい。 

17 ＩＴには弱い方ですが、スマホなどにも慣

れ始めると、行き先を事前に調べることも簡

単にでき便利なものです。看板の設置者は案

内・誘導や自己ＰＲをしたいと考えているか

もしれないが、今時、看板がなくてもお店な

どの場所はわかる。 

これからの社会はますます、質を求める時

代で、「ふるさと福井」をみんなの財産とし

て、県民一人ひとりが身の周りの環境整備か

ら取り組み、県全体の景観向上につなげるこ

とが大切ではないか。 

18 田圃の真ん中に立っている看板は、宣伝広

告として意味があるのか疑問であり、のどか

な田園風景に無秩序に乱立する看板を取り締

まってほしい。 

自分はもちろん、子どもたちも誇れるふる

さと福井の景観を残していきたいと思ってい

る。 

19 地域区分の細分化については、その地域の

特性を考えてメリハリを付けることは仕方が

ないと思うが、大きさ、高さ、幅、距離につ

いては画一的にならず、ある程度地域の環

境、周辺の状況等により多少幅をもたせては

どうか。 

地域特性に応じた規制とするため、細分化

し、実態調査をもとに実情に即した規制内容

としております。地域区分ごとに定めている

広告物の大きさ、高さなどの基準範囲内で、

地域の周辺環境等に応じた広告物を設置して

いただきたいと考えています。 

20 福井の優れた自然景観を若い世代に引き継

ぐことは大切だと思う。田園や農村風景の良

いところに看板があるのは、景観上好ましく

ないため、是非、この規制見直しを進め、都

会にない福井の田舎の風景を守るべき。 

福井県には多様で豊かな自然や歴史・伝統

に培われたまちなみ、人の営みが息づく田

園・農村風景など｢ふるさと｣を感じさせる景

観が数多くあり、これらの景観を守り、育て

ることが大切と考えています。また、このよ

うな景観を「みんなのもの」であると考え、

県民共有の財産として良好な景観づくりを進
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め、美しいふるさと福井の景観を次代に継承

するためにも、屋外広告物の規制を見直した

いと考えています。 

21 我々看板業を営む者の業務維持が困難とな

る厳しい改正案であり、業者への説明も薄

く、公平さを欠いた一方的ともいえる内容で

あり、条例案が今のまま通る事に強く反対す

る。 

この条例が改正されると看板業者は大きく

廃業に追い込まれる。結果が悪くても県は責

任の取りようがない。景観を大切にしていこ

うとの趣旨には賛同するが、改正案はかなり

無理があると言わざるを得ない。強引であ

る。屋外広告物をなくすことが、景観保護と

捉えることは間違っている。看板業を営む地

元業者全体の事情にも配慮し、広告(看板)も

貴重な情報であり、ＰＲをしていこうとの熱

心な企業、店舗の意欲を減殺するような改正

案でないことを望む。 

条例の見直し（案）の策定にあたっては、

全ての屋外広告業登録業者および商工関係団

体等の広告主団体約１５００人を対象に意見

交換、アンケート調査を実施し、８割以上の

方が規制強化、方向性について「概ね適当」

または「やむを得ない」との回答をいただい

ております。 

屋外広告物は、まちなみや自然景観を形成

する重要な要素の一つであるとともに、宣伝

広告、案内誘導など、企業、店舗にとって

様々な情報を発信するうえで必要なものでも

あることから、単に景観阻害要因として全て

を排除すべきものではないと考えています。  

しかし、経済活動だけを優先し、無秩序に

過剰な大きさの広告物などが設置されると地

域の良好な景観を損なうことにもなるため、

屋外広告物法に基づき、条例で設置する場所

や高さ、大きさ、色彩等を規制し、良好な景

観づくりを推進するものです。 

22 「看板は景観を損なう」との前提に立った

恣意的で一方的な意図を強く感じるため、同

条例改正案に反対する。 

看板等が景観を損なう理由の根幹は、①サ

ビや破損などの管理不行届き（いわゆる危険

で汚い看板）②デザイン・色彩・内容が公序

良俗に反する内容の看板（素行調査・パチン

コ・サラ金・風俗等）③交通の妨げとなる看

板で、それ以外に看板の責任を問うことは何

人もできない。交差点での事故原因をあたか

も看板のせいと難癖をつけるやり方、広告と

いう純粋な商業行為を距離や本数・面積・色

彩さらには文字数すら制限するやり方は、地

方自治の裁量を大きく逸脱し、強権的ないや

らしさを強く覚える。わが社が不利益を被る

から言っていることは否定しない。しかし、

それ以上に不快さと誤った正義感をかざすや

り方に嫌悪感を覚える。 

23 県内で野立看板のレンタル・リース業を営

む看板業者にとって同条例改正案が成立すれ

ば、経営維持が極めて困難となる。公平さと

冷静さを欠いた一方的ともいえる内容だから

である。その理由は、別に述べた他、以下の

通りである。（75、86、89参照） 

広告は純粋なビジネス活動で、看板はその

一部である。一般企業の自由な商業活動は憲

法で保障されている。これは「景観」という

公共財産と自由な商業活動という価値観の問

題で、難しい命題である。 

観光客誘致とか新幹線誘致・国体があるか
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ら、少しでも見場を良くしたいとの一元的な

判断で思っているのなら、大きな誤りと、混

乱を招くことになり、慎重な判断を願う。 

24 屋外広告物に関する社会情勢の変化や景観

と屋外広告物に関する県民意識の高まりを理

由に、規制基準見直しをする方向だが、あま

りにも規模・数量等を減らす規制であり、抑

制もしくは当業界の淘汰をも促進するもので

ある。特に、規制を軽視するような県外業者

を取り締まるがために、我々の企業活動が圧

迫されるものである。この動向の最中、現在

でさえビジネスチャンスを逃す、あるいは頓

挫するという事態が多々発生している。 

規制するばかりではなく、観光地および景

勝地における、統一的な福井県ブランドのア

ピールとなる既存屋外広告物への大規模修繕

や新築物件等の設置を促進するなど、業界や

広告主の保護、県民の屋外広告物の評価が向

上する福井県独自のスタンダード等が明確に

示されない限り、今回の見直しには賛成でき

ない。 

広告物の規模、数量等の基準については、

規制地域における自然景観、眺望、田園風景

など様々な地域特性を踏まえ、広告物の設置

状況を調査し、景観形成の課題や他県の規制

基準も参考に、良好な景観形成が図られるよ

う、専門家や民間事業者、広告業関係者によ

る審議会に諮りながらとりまとめています。 

当然、条例を遵守しない広告物や業者を取

り締まり、指導を行うことも良好な景観形成

を図るうえ重要なことであり厳正に対処する

必要がありますが、今回の見直しは、地域特

性に応じたきめ細かな規制による良好な景観

づくりを推進することを目的としています。 

観光地等をアピールする広告物の新設・修

繕については、これまでも必要に応じ市町と

連携して取り組んでおり、また、「ふるさと

福井景観広告賞」で、建物や周辺景観に配慮

し改善を行ったものや優良デザインなどを評

価して、優れた景観づくりに貢献している広

告物を表彰し、県民に発信しています。 
25 現在、県内にある屋外広告で無許可のもの

もしくは、屋外広告業の登録がされていない

業者が建てた看板が問題であり、その業者も

しくは、看板をピンポイントで規制、指導す

る方が効率的である。屋外広告業に登録し、

条例を守っている業者にしてみれば不公平で

ある。 

26 看板は増やすべき。景観と言うあやふやな

物で、全てを規制すべきではない。まじめに

商売を営んでいる業者が潰れ、条例や許可な

ど無視する業者が増えると思う。 

27 看板には県民、生活者のための情報伝達を

目的とするものから企業のイメージアップの

もの、公共のもの（案内板、標識）がある。

それらを全部一緒にして規制するのは無理が

あるため、より細かく分けて規制、指導した

方が良い。 

広告物には自家用広告、案内・一般広告な

ど様々な目的、種類があるため、それぞれに

基準を設けることとしています。また、県市

町などが公共的目的を持って設置する広告物

は、条例の適用除外となっています。 

28 現在の乱立している屋外広告物の状況を考

えると、禁止地域の拡大や許可基準の強化、

一般広告板をほぼ禁止、足羽川の眺望景観規

制など、思い切った、良い方向の改正であ

る。ただ、許可基準について、大きさや面

積、色彩以外に、広告物の景観への配慮の方

法も、基本的な許可の要件もしくは基準とし

てあるべきではないか。 

現条例において、基本的な許可の要件とし

て「広告物等の位置、形状、大きさ、材料、

色彩、意匠等が周囲の景観と調和すること」

などが共通事項として規定されています。ま

た、広告物の景観への配慮の方法について、

考え方や事例をまとめた「福井県屋外広告物

ガイドライン」を策定しています。 

29 まず、幹線道路については屋外広告物の規

制よりも先に電柱、電線の撤去ならびに街路

まちなみの良好な景観形成を図る上で電

柱、電線の撤去や街路樹の適正な剪定管理も
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樹の撤去または高頻度での手入れ（剪定）を

まず実施すべきであり、それに先立って広告

物の規制を実施するのは理解しかねる。 

重要な取り組みであり、関係機関と連携して

進めてまいります。 

30 見直し(案)の数値に変更された場合、大手

企業、一般商業者の看板、経済活動が著しく

制限され、業者の廃業、大手企業の撤退、一

般商業者の廃業につながる。屋外広告物は街

の賑わいを創出している大事な要素で、純粋

な経済活動である広告の設置を厳しい基準で

縛ることは、経済活動を衰退させる。そのた

め、自家広告物に関しては、高さ、総量を再

考すべき。 

自家広告物の高さ制限について、見直し

(案)の高さでは、街路樹に紛れてしまい、広

告としての役目を果たすことができない。ま

た、全国チェーンの店舗では、遠方から見え

るようある程度の高さが必要となり、幅の広

い幹線道路では、現状にあった高さ制限が必

要である。（前面道路に街路樹があるか否か

によって、制限を変えても良いのではない

か） 

自家広告物の総量制限について、全国的に

みて縮小傾向にあるかもしれないが、大手企

業が撤退し、人口減少が現実化する中、福井

県のような小さな県が他県に歩調を合わせる

事によって、ますます衰退し、商業活動にも

弊害が出るように思う。福井県の実情に合わ

せ、賑わいを創出し、街を活性化し、集客す

るためにも総量制限は現状のままでよいので

はないか。 

広告物の規模、数量等の基準については、

規制地域における自然景観、眺望、田園風景

など様々な地域特性を踏まえ、広告物の設置

状況を調査し、経済活動への影響や景観形成

の課題、他県の規制基準も参考に、良好な景

観形成が図られるよう、専門家や民間事業

者、広告業関係者による審議会に諮りながら

決定しています。 

道路沿いに街路樹がある場合、樹木の影響

により、広告板・塔が表示しづらくなります

が、街路樹、店舗、広告物など、全てのもの

がその場所の景観を形成する要素となるた

め、単に高くするのではなく、景観との調和

を図りながら、設置位置を工夫していただき

たいと考えています。 

許可地域における広告板の総量面積につい

ては、店舗規模に見合った表示面積の確保が

できるよう、店舗面積に応じた段階的な基準

を設けたいと考えています。 

 

 

 

 

【観光地周辺や自然公園等の道路沿線規制】（12件） 

ご意見 県の考え方 

31 看板の高さ規制が２メートル以下では、積

雪がそれ以上になり、看板に気付かずに除雪

車で破壊することも考えられる。冬には道路

の幅を記す紅白のポールでも３メートル以上

あるため、雪の多い地域、少ない地域で高さ

規制を変えてはどうか。 

第２種禁止地域に指定される自然公園内の

道路等では、自然景観に配慮し、案内広告板

（塔）の高さを２ｍとしていますが、特別豪

雪地帯（大野市、勝山市など）については、

積雪による影響を踏まえ、高さ３ｍとしたい

と考えています。 

32 看板の大きさや高さにおいて、ただ小さく

低く（現行基準で 15ｍ→2ｍ）するのではな

く、雪が多く降る地域などに配慮すべき。 

33 香港などは看板の乱立を景色としてＰＲし

ている。例えばスキー場の近くに来たとき看

板が沢山出てくるとワクワクし、スキー場へ 

屋外広告物は、広告宣伝、店舗への案内誘

導など、重要な情報発信手段のひとつです。

また、受け手である観光客にとっても、広告 
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 来た気分が高まる。また、テレビ等でも観光

地で名物の看板を見れば食べたくなったり、

その地方へ行きたくなったり地方への経済効

果も高まるのではないか。京都等の名が売れ

た観光地は、看板が無くても人々は来るが、

福井の田舎ではまず足を向ける人がいない、

たまに来ても看板がなければ通り過ぎるだけ

の人が多くなるのではないか。 

物が設置される場所やデザインによっては、

その地域の個性や魅力を高める重要な要素と

なっていますが、過剰な広告物は、地域の景

観を阻害するうえ、観光地そのもののイメー

ジダウンにもつながりかねないと考えていま

す。 

観光地等をＰＲまたは案内する広告物につ

いては、禁止地域であっても公共団体が表示

するものであれば、市町と協議し設置するこ

とができ、民間の案内広告物でも基準の範囲

内で設置できることとしており、周辺景観に

配慮した広告物の設置を目指し、福井に多く

の方が訪れていただけるような景観づくりを

進めたいと考えています。 

34 看板が無くなり、観光地や足羽川の景観が

きれいになるのは良いことだと思うが、観光

地の案内板はないと迷うかもしれないので残

してほしい。 

35 石川県、富山県は北陸新幹線の開業によ

り、観光面で盛り上がりを見せているが、福

井にも一乗谷朝倉氏遺跡、三方五湖、東尋坊

など、美しい自然、歴史が沢山あるが、観光

地に行くまでの道路沿いや観光地近くの看板

がイメージを台無しにしているものもある。

このような観光地周辺や観光ルートの広告物

を規制し、さらに福井の景観の魅力を高め全

国にＰＲする必要があるため、早く取り組む

べき。 

福井を代表する自然・歴史・文化を活かし

た観光地周辺の魅力ある景観を創出するとと

もに自然公園内の道路、観光ルート沿いの美

しい自然景観を保全するため、屋外広告物の

規制を行なうこととしています。「ふるさと

福井」の魅力を高め、全国に情報発信してい

きたいと考えています。 

36 現在、私の住む地域では、景観を阻害する

ような「屋外広告物」は見当たらないが、将

来の景観保全の観点より、当条例が見直しさ

れたことは意義がある。 

37 観光客に対してわかりやすい案内看板の設

置は必要だと思う。しかし、その観光地その

もののイメージを悪くするような馬鹿でかい

看板や派手な看板は本末転倒で、１件だけが

がんばっても、他の店が景観に合わない看板

を乱立すれば、観光地全体がイメージダウン

になるため、条例での規制誘導は必要だと思

う。 

38 三国やあわらは古い街並みが残っていて景

観がよいと思っているが、一方で、福井市内

の８号線沿いには、派手な看板が景観を損な

っている場所もあり、景観を阻害する看板は

取り締まり、よい街並みを守っていく必要が

ある。 

39 福井市の 305 号線沿いの四季折々の越前海

岸の景色を見て育ち、海岸で見れる夕日は、

全国に誇れる美しさである。 

規制見直しで国定公園内の道路両側 300ｍ

を禁止地域にするということで、この変わら 
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 ない景色を守るために非常に大切な規制だと

思う。今は目立った広告物はないが、今を維

持するためにも必要である。 

 

40 最近、芦原温泉街も綺麗に整備され景観も

よくなり、永平寺も景観整備もこれから行わ

れる。観光地の景観の魅力を高めることは、

観光客を増加することにもなるため、景観を

損なう看板や必要のない看板は撤去すること

に賛成である。 

名勝に指定されている養浩館は、福井を代

表する観光地となっており、庭園からの眺望

景観を損なう屋上看板の規制は大切。また、

周りには資料館や公園もあるため、周辺のま

ちなみ景観も良くしてほしい。 

福井を代表する観光地である「養浩館」、

「丸岡城」の周辺を禁止地域に指定し、庭園

や天守閣から眺望できる屋上広告物の設置を

禁止することにより、魅力ある眺望景観を創

出したいと考えています。また、周辺のまち

なみの良好な景観形成が図られるよう基準見

直しを進めて行きます。 

41 年に数回、県外の友人や孫たちを連れ、天

守閣からの眺めを見ながら歴史を語ったり、

ふるさとの風景を満喫しているが、最近は、

建物にそびえ立つ大きな看板などが周辺の景

観にマッチせず、むしろ丸岡の街並みや里山

の風景を阻害していると感じている。丸岡城

周辺の眺望景観を守るため、新たに周辺の看

板を規制することに賛成である。 

42 規制する観光地に、福井県を代表する温泉

街「芦原温泉」が入っていないのは、自分の

出身地だけに残念。温泉街一体を規制しても

よいのではないか。 

今回の条例見直し（案）は、福井の優れた

自然景観の保全に重点を置き、市町の意見を

聞きながら、福井を代表する自然・歴史・文

化を活かした観光地周辺の規制を行なうこと

としています。「芦原温泉」については、温

泉街独自の地域特性を踏まえた魅力あるまち

なみ景観づくりを進めることが重要であり、

今後、あわら市とも協議していきたいと考え

ています。 

 

【観光ルートや幹線道路の規制について】（9件） 

ご意見 県の考え方 

43 私の地区は、緑豊かな水田が広がり、美し

い山並みのあるいわゆる散村の風景が自慢の

里地で、道路沿いに立っている看板が非常に

みっともないし、せっかくの田園風景を台無

しにしている。看板を見て誰がそのお店に行

くんだろうか不思議で、すべての看板が悪い

とは言わないが、その場所に本当に必要なも

のか、よく考えてほしい。 

田園風景の中に看板はいらないし、店先に

掲示してあれば十分わかると思う。 

田園に野立看板が乱立し、福井の原風景で

ある田園や里地里山など、ふくいの優れた自

然景観を阻害する原因となっています。これ

らの景観を守り、美しいふるさと福井の景観

を次代に継承するとともに、来県者に福井の

風景を満喫してもらえるよう、観光ルートや

幹線道路沿いの広告物の設置を規制し、良好

な景観形成を図って行きます。 

44 最近、国道１５８号線沿いに看板が多く立

つようになってきており、今の状況は県外か

ら来られる方に対して「ちょっとみっともな

いかな」と感じているため、今回の改正で改
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善されることは良いことである。 

ただ、公共看板もかなり大きいものが見受

けられるので、同様に改善すべき。 

45 農家は道路から離れた田圃でも農村の景観

や環境を守るため、畔や土手の草刈りを日々

行っている。看板業者に頼まれ、仕方なく立

てさせられたのかもしれないが、大変、農村

風景を阻害するだけで迷惑しており、規制見

直しで道路沿いの看板が改善されることを望

む。 

46 県内をドライブしていて田風景に突如現れ

る大きな看板が、非常に不釣り合いな景色

で、「もったいないなあ」と思う。全国的に

もそのような看板や広告を多く目にするが、

どこに行っても同じような看板が立ち並び、

つまらない景色になっている。 

47 田圃や住宅地の周辺に１０ｍを超える高い

広告塔や屋上看板を設置している店舗をよく

見るが、周りの景観と違和感があり、見直し

（案）では広告板を８ｍ、屋上看板を４ｍに

規制するとなっているが、市街地でもない田

圃にこのような高い看板が必要だろうか。 

現条例では、禁止地域であっても広告板の

高さが２０ｍ、屋上看板の高さが１５ｍの自

家用広告物の設置が可能であり、周辺景観と

調和が図られていないことから、広告物の設

置状況、景観への影響等を考慮し、専門家に

よる審議会の意見を聞きながらメリハリのあ

る規制内容に見直ししています。 

48 第３種禁止地域の案内広告の基準を高さ４

ｍ以下、面積３㎡以内、１スポンサー２個ま

でに規制強化するのは、あまりにも現行と差

がありすぎるのではないか。せめて現行と見

直し案との中間ぐらいの高さ６ｍ以下、面積

１０㎡以内が妥当ではないか。 

見直し（案）の案内広告の設置基準は、周

辺景観と調和が図られるよう、広告物の設置

状況、景観への影響等を考慮し、専門家によ

る審議会の意見を聞きながら、設置基準をと

りまとめています。 

49 野立広告の高さは、広告物自体の地上から

看板面の上までの高さであると考えるが、景

観への配慮を考えるならば沿線路面からの高

さとして、広告物上端が設置地面の凹凸の影

響を受けず、美しく並ぶ様に誘導すべき。つ

まり、設置位置の地面からの高さにより実

際、道路・歩道から見る看板の高さはまちま

ちで景観に配慮されていない。よって、他県

の一部の自治体の運用にあるように、高さを

沿線路面（道路面）からの高さにし、看板の

高さがほぼ同じように見えることにより、景

観に配慮したものとすべき。 

広告物の設置地盤高によっては、道路面と

高低差があり、道路から視認できるようにす

るために基準以上の高さが必要となる場合が

ありますが、望見する位置、方向によって、

周辺景観との調和が図れない高さの広告物と

なるため、野立広告の高さは、設置面となる

地上からの高さとしております。 

50 禁止地域の自家用広告について、第１種、

第２種は基準見直し(案)で良いが、第３種の

見直し(案)の数値基準では、高速道路上での

車のスピード、新幹線のスピードを考える

と、福井県の大手企業、一般商業者、名勝等

を他県にアピールするにも与える印象が無

い。 

経済活動の中心となる商業地域とは違い、

第３種禁止地域は、田園などの豊かな自然景

観の保全、文化・教養施設や住居専用地域な

ど快適で潤い生活環境の確保が求められる地

域であるため、過大・過剰な広告物は、景観

を阻害することにつながるため、見直し

（案）のとおりとさせていただきます。 



11 

 

ご意見 県の考え方 

他の幹線道路沿い、都市公園、図書館周

囲、低層、中高層住居専用地域に関しても、

樹木の高さ、建物など、見る場所、見る角

度、車のスピードからみても、一般商業者、

大手企業の宣伝、集客には効果が薄い。その

ため、屋上広告の高さは８ｍとし、広告板の

高さを１０ｍ、総量を５０㎡に修正すべき。  

側線にある観光ルート案内に対しては、使

用部材、その地域に合った高さを基準範囲内

で統一性を決めるべき。 

51 見直し（案）では、自然公園内の道路や幹

線道路の自家用広告の大きさ、面積が規制さ

れているが、福井市の郊外でも大型の観光施

設、スーパー、ホームセンターなどがあり、

今後、まちの発展のために田舎でもこのよう

な大型店も必要になる。 

大型店にはある程度の大きさの広告が必要

になるため、新たな大型店の出店に対して

は、特別に許可するなど配慮すべき。福井の

景観を良くすることは大切であり、看板を設

置する側も景観意識をもって住みよい街にす

る気持ちを持つことで良くなると思う。 

地域の観光施設や生活用品等を販売する大

型店舗の新たな出店の際には、自然公園や美

しい田園風景など周辺景観との調和が図られ

るよう基準値内での広告物設置が必要となり

ます。なお、店舗等の出入口や駐車場の表

示、法令等に基づく表示を総量面積の算定対

象外とするなど一定の商業活動に配慮した取

り扱いを検討したいと考えています。 

 

【北陸新幹線沿線の規制について】（2件） 

ご意見 県の考え方 

52 東京に出かけると、新幹線の車窓から聞い

たことのない会社の看板が田畑の中に立って

いるのをたくさん見かけるが、そんな分から

ない看板を立てさせるくらいなら、北陸新幹

線の沿線５００ｍを規制して、今の良い景観

を守るというのも「田舎くさい福井らしく

て」良いことである。 

県外からの観光客の方々に新幹線の車窓か

ら美しい田園や里地・里山など、「ふるさと

福井」の美しい自然景観を楽しんでもらえる

よう北陸新幹線沿線の良好な景観づくりを進

めます。 

53 北陸新幹線の金沢開業の時、新幹線からの

車窓風景が楽しみと答えた観光客が多い。私

自身も旅行に行くと知らない土地の何気ない

風景を見るのが楽しみである。福井も車窓か

らの風景が楽しめるような景観づくりを進め

てほしい。 

 

【文化・教養施設周辺の規制について】（2件） 

ご意見 県の考え方 

54 病院や歯医者などの看板があちらこちらに

あるが、道路沿いにある看板を見て病院を選

ぶ人は少ない。また、ラブホテルなど子供の

教育的にも知りたくもない情報を公然と表示

している。道路沿いや公共施設の周辺環境に

配慮した規制を強化してほしい。 

 

利用する方々に快適な公共空間を提供する

ためにも、幹線道路や図書館など文化・教養

施設周辺の規制を行い、また、周辺景観と調

和し、宣伝効果がより高い（伝わりやすい、

デザインが良い、景観の向上につながる）広

告物の普及・啓発に努めてまいります。 

 



12 

 

ご意見 県の考え方 

55 図書館から道に出ると看板がたくさんある

が、多くの人に立ち寄ってほしいと思いで看

板を出しているのだろうが、看板を出す場所

によっては悪い宣伝効果になることを知って

欲しい。宣伝効果がより高い看板は、どのよ

うなものかを広告主が学べるセミナーを開催

したらどうか。 

（54と同じ） 

 

【足羽山・足羽川周辺の規制について】（4件） 

ご意見 県の考え方 

56 足羽山・足羽川は幼いころからの思い出深

い所で、平成２年には「さくらの名所百選」

の一つとしても選定されており、その周辺を

規制し、桜並木を越えて眺望できる広告物の

設置を禁止することは、これまでにない桜並

木を見ることができ非常に素晴らしいことで

ある。 

県民に親しまれ、都市のシンボルとなって

いる自然景観を活かした魅力あるまちづくり

を推進するため、美しい眺望景観の創出など

良好な景観形成を図っていきます。 

57 福井市民にとっての桜は、子供から誰もが

知る、県を代表する自然公園である。この景

観は絶対に守るべき。 

58 足羽川の規制については、近隣に沢山の看

板を付け、みっともない建物があり、看板を

規制し、まちづくりを行う事は大事である。

しかし、看板を規制する前に建物の規制をす

べきではないのか。 

まちの良好な景観形成を図るため、建物等

の規制・誘導を行うことは有効な手段ではあ

りますが、広告物が設置される場所、デザイ

ンによって、まちの個性や魅力を高めること

にもつながり、まちづくりにおいて重要と考

えています。 

59 特定制限地域の都市のシンボルとなる自然

景観区域では、見る側として足羽川の右岸、

左岸から見た目と反対から見た目では異な

り、また、桜が咲く頃と葉桜の時、冬では感

覚が全く違う。 

足羽山、西山公園、その他の眺望でみて

も、自家用広告物の見直し(案)の数値基準で

は、大手企業、一般商業者の宣伝、集客にな

らない。そのため、屋上広告の高さは１０ｍ

とし、広告板の高さを１０ｍ、総量を１００

㎡に修正すべき。  

現在、浜町の旧茶屋街はすでに規制がなさ

れているが、一般の人々は何の店か外観から

ではわからない。集約した統一性のある表示

サインを景観に合わせた資材等で設置される

のが良い。 

特定制限地域の足羽山、足羽川、西山公園

の周辺地域は、県を代表する都市のシンボル

となる自然景観であり、美しい眺望景観やそ

の自然景観と調和したまちなみなど良好な景

観形成を図る必要があると考えています。そ

のため、眺望景観に配慮し、屋上広告の設置

を禁止するなどの規制を考えています。 

浜町の表示サインのご意見については、県

と市の協働による景観整備に際し、参考とさ

せていただきます。 

 

【許可地域の規制について】（3件） 

ご意見 県の考え方 

60 福井のまちなかにはオシャレな看板もある

が、店舗の大きさに関係なく目立つことだけ

を目的にした大きな看板、派手な看板には魅

本県の屋上広告や広告板などの高さ・面積

の基準は他県に比べて緩く、巨大な自家用広

告物が設置可能となっています。郊外大型店
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ご意見 県の考え方 

力を感じない。 

建物を建替えるのは、急にはできないが、

看板を変えていくだけでも街の景観は変わ

る。各地域の商店街や郊外のショッピング街

の看板の大きさ、デザインの規制を強化し、

買い物に出かけたくなるような街づくりを進

めるべき。 

舗の屋外広告物が周囲の建物や自然景観など

と調和が図られていない傾向が見られるた

め、規制内容を見直ししたいと考えておりま

す。 

61 福井市中心街の飲食店看板が、以下の理由

で近隣から多くの苦情が出ており、飲食店の

会社に話をしたが、看板の改善は受け入れら

れなかった。 

・大型看板が、大きすぎて、真っ赤で強烈

過ぎる。また、深夜まで営業看板が作動し

ている。 

・地元の会社や高齢者の自宅が近隣にある

のに看板だけが目立ち過ぎている。 

・大型看板以外に点滅型のキラキラ看板が

あり、歩道を夜通ると、歩道がピンク色に

映り、キャバレーのネオン・サインのよう

なイメージを受け、近隣の静かなビジネス

街に似合わない。 

このように、大通りに樹木が映える素晴らし

い景観を損ね、国体での来街者に対してもイ

メージが悪い。近隣商店街からは永い間苦情

の対象となっており、条例制定により改善し

てほしい。 

今回の条例見直しにおいて、彩度の基準も

設けることとしておりますので、これによる改善

効果が期待できると考えております。 

 

62 許可地域の自家用広告物については、福井

市大和田地区、坂井市春江町周辺に対して

は、対外的にも現状で集客が出来、福井県を

アピールしている数少ない場所である。 

大手企業（他県）、一般商業者がこぞって

自社をアピールしているので、現状に近い設

置基準である屋上広告１５ｍ、広告板１５

ｍ、面積１００㎡にすべき。現行の景観、看

板、建物程度で、県内外から集客があって賑

わっている。 

本県の屋上広告や広告板などの高さ・面積

の基準は他県に比べて緩く、巨大な自家用広

告物が設置可能となっています。郊外大型店

舗では、巨大な屋外広告物が周囲の建物や自

然景観などと調和が図られていない傾向が見

られます。 

商業地域等においても、県民が快適に感じ

ることのできる魅力あるまちなみ景観を創出

するため、屋外広告物の規制基準を見直した

いと考えています。 

大型店舗の自家用広告物については、店舗

規模に見合った表示面積の確保ができるよ

う、許可地域の広告板の総量面積を３０㎡以

下としていましたが、店舗面積１千㎡以上か

ら１万㎡未満は５０㎡以下、店舗面積１万㎡

以上は８０㎡以下とし、段階的な基準を設け

たいと考えています。 

63 広告物の基準を厳しくしているようです

が、福井市の商業地には大型ショッピングセ

ンターなど大型の店舗があり、また、新規大

型店の建設も出てくることもある。一般の店

舗では、問題ないと思うが、大型店舗の場

合、必要以上な大きさや周辺景観を損なう看

板は良くないが、店舗の規模見合った自家用

広告板などの設置ができないと経営に影響

し、困るのではないか。こういったことにも

配慮すべき。 
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【交差点周辺の規制について】（12件） 

ご意見 県の考え方 

64 道路沿いの看板が多く、特に交差点周辺に

いっぱい看板があって目がチカチカし、右

だ、左だといわれてもとっさに車の行き先を

変えられるものではない。高齢ドライバーに

は、あまり意味がないどころか邪魔でしかな

く、運転に集中できないため、何とかして欲

しい。 

自然景観やまちなみの良好な景観形成と交

通安全の確保の観点から、国道８号などの主

な信号交差点の周囲の一般広告、案内広告の

設置を禁止したいと考えています。 

65 信号交差点に看板が乱立し、信号機が見に

くい箇所やたくさんあり過ぎてわき見運転の

原因にもなり、そもそも案内看板の役目を果

たしているとは思えない。看板が乱立してい

ること自体が、まちの景観を雑然として汚ら

しいイメージになるため、全ての交差点を規

制すべき。 

66 近年、交差点に案内看板が多数あり、まち

の景観を悪くしている。店舗を案内するなら

交差点の手前に立てないと意味がなく、急ハ

ンドルを切ることにもなり危険である。国道

などの信号交差点だけでなく、他の信号交差

点も規制すべき。 

67 スッキリとした景観形成のためにも、屋外

広告物の改善に賛成。 

特に交差点に看板が乱立している箇所は、

見た目もゴチャゴチャしているばかりか交通

安全標識も目立たなくなるので規制する必要

がある。 

68 看板は道案内や店舗・事業所等の存在を

PR する上で必要なものであるが、特に街中

の交差点付近に乱立している看板は、果たし

てその場所にある必要があるのか疑問であ

る。 

運転をしていて看板へのわき見等で重大な

交通事故にもつながる恐れがあり、規制見直

しにより、交差点付近の看板が撤去され、将

来にわたり設置できなくなれば、すっきりし

た街並みになるうえ、交通安全上も危険性が

少なくなる。 

69 以前より、交差点付近や道路沿いの田圃の

中にある大きな看板は、みっともないと思っ

ていた。今回の条例・規則の見直しに賛成す

る。 

70 交差点の規制はとてもよいことだと思う。

市街地での規制は、逆に目的地が分かりづら

くなることで、急ブレーキなど事故を誘発し

ないかの心配もあるので規制にもメリハリが

必要ではないか。 

信号交差点周辺に看板が乱立することは、

良好な景観形成や交通安全の確保を図るうえ

で好ましいことではないため、一般・案内広

告の設置を禁止したいと考えていますが、近

隣の店舗などの目的地が分かりにくくなる面

も考えられるため、案内広告の設置を限定的71 県内 618 箇所の信号交差点規制での一般・
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ご意見 県の考え方 

案内広告物の禁止について適用除外が無く禁

止するのはおかしい。 

国土交通省監修の「屋外広告物条例ガイド

ライン（案）」によれば、適用除外として公

衆の利便に供することを目的とする広告物又

は掲出物件については、近隣の施設や店舗等

を案内する民間の案内誘導広告物についても

その基準を定め、その統一化を誘導すること

が推奨されていますが、一般の広告物に於い

て適用除外を設けず、案内誘導広告物も禁止

にすることはいかがなものか。 

に許可することも検討したいと考えていま

す。 

72 「信号機や標識が見にくく、交通に支障が

ある」や、県民アンケートで「撤去の要望が

7 割以上」という事を根拠に具体例が無く、

許可を受けている看板でそうした例があると

は考えにくい。もし本当に信号機等を見にく

くしているのなら、これは警察による道交法

違反であり、警察行政ないし交通行政の仕事

である。景観という観点からということにつ

いて異議は挟まないが、専門外の領域に踏み

込み過ぎではないか。 

景観という概念そのものが広義で不確かな

もので、我々は、屋外広告の国家資格を持っ

たプロで、一般の方より、よっぽど美術や美

観に関してたけており、県民アンケートの内

容も何ら責任のない、一般県民に看板が生ん

でいる経済効果（広告掲載費）の説明や、出

したいと言う、広告主側の意見も説明せず、

いきなり「どう思うか」と問い、「ない方が

良いのでは」というあやふやな回答を鵜呑み

にしているよう感じる。アンケートの場所や

対象者など、こうした重大な内容を決定する

には、誠実に吟味すべき。 

また、カーナビやスマートホンがあるから

看板は不要だと言いますが、目的地に行くだ

けが看板の役割ではなく、多くの看板は誘導

の為にある。 

屋外広告物法では、広告物の倒壊等の直接

的な危害のみならず、設置による見通しの不

良や信号、標識の視認性を妨害するなどによ

って生ずる「公衆に対する危害」の防止も目

的の１つとなっています。 

交差点周辺に屋外広告物が乱立し、信号機

や道路標識の視認性を阻害したり、わき見運

転などの原因となる危険性が生じている事例

が見られ、屋外広告物法に基づく本条例によ

り、信号交差点周辺を規制し、良好な景観形

成と交通安全の確保を図りたいと考えていま

す。  

県民アンケート調査に関しては、福井県在

住の成人１，０００名を対象に無作為で抽出

して実施しており、一般県民のご意見を看過

することはできません。また、広告主である

商工関係団体など（１０団体）を対象に規制

概要を示した資料を配布しアンケートを実施

しています。 

広告物は、案内・誘導のために必要なもの

ですが、設置する場所、大きさ等について

は、周辺景観や安全面などにもご配慮してい

ただくことも必要と考えています。 

73 主要交差点周辺の看板の規制に対し、広告

業者の方が反対しているようだが、交差点や

道路沿いに乱立する看板を周辺住民や農家の

人は望んでいない。規制と合わせ広告業者に

対し、営利中心の考え方から景観や地域住民

にも配慮するよう意識改革を進めないと福井

の景観や生活環境は良くならない。 

福井の良好な景観形成に向け、関係団体を

はじめ県民に広く、周知、啓発に努めます。 

74 過去１０年における福井県の信号交差点交

通事故ワースト５をみても看板が乱立してい

る信号交差点は１度もなく、偏見であり根拠

がない。障害物の為、交通安全上確認がしに

くく事故の原因になる場所は、信号機のない

交通事故には、様々な原因がありますが、

広告物の乱立は、信号機、標識の視認性を低

下や見通しを悪くする恐れ、わき見運転につ

ながることも考えられます。これらは、乱立

していなくても同様の危険性が生じることも
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ご意見 県の考え方 

交差点である。屋外広告物が障害になり危険

であるというのは、そのような場所の付近に

ある、のぼり旗や、置き看板、建築物の突出

し看板であると考える。そのような屋外広告

物等の障害物があり視認性が悪く事故に繋が

るケースが多い。 

県内 618 箇所の信号交差点を規制するよ

り、信号が無い交差点が事故の危険性が高い

のだから事故の危険性の観点から、この規制

を設けるのであれば規制をかける優先順位が

違うのではないか。 

あると考えています。ワースト５の交差点の

中には、少なからず広告物が設置されていま

す。乱立していないから、信号交差点は全て

安全確保に問題がないと位置づけることは難

しいと考えています。国、県において、過去

の交通事故状況から事故危険箇所を選定して

いますが、そのほとんどは信号交差点である

ことから、信号交差点を優先に規制をすべき

と考えています。信号機のない交差点でもの

ぼり旗等による見通し障害の危険性はあり、

特に通学路において注意喚起を行っていま

す。今後、野立看板による見通し障害等も含

め、検討してまいります。 

75 県内主要幹線道路の信号機のある交差点周

辺の看板を６年以内に撤去するとの改正案は

厳し過ぎる。全国でこうした例はごくわずか

で、景観に厳しい京都府や石川県でもここま

で厳しくない。福井県がそこまでする理由が

わからない。「信号機や標識が見にくく、交

通に支障がある」との、県民アンケートが根

拠らしいが、本当に７割の方が撤去を求めて

いるのか。交差点での事故は、ほとんどが前

方不注意ですが、その理由は看板なのか。本

当に信号機を見にくくしているのか。もし本

当なら看板業者として改めることを約束す

る。納得のいく根拠を示してほしい。 

県内の幹線道路の交差点では、野立看板の

乱立により、まちなみの良好な景観形成が図

られない事例も見られます。また、信号機の

視認性低下やわき見運転などの原因にもなる

恐れもあり、交通安全の観点からも規制する

必要があると考えています。また、県民アン

ケートでも規制した方がよい地域として「安

全の確保が必要な交差点周辺」との回答が一

番多い結果となっています。また、県内の交

通事故の現状は、交差点における人身事故は

高く、事故発生原因では、わき見運転などに

よる前方不注意が一番多いことから、信号交

差点での規制を優先すべきと考えます。 

 もちろん、全ての野立看板が信号機、標識

等を見難くし、看板を見たためのわき見によ

る前方不注意の事故ではありませんが、事故

の危険性を高めることにつながるため、県民

の安全な交通環境の維持保全と良好な景観づ

くりを推進したいと考えています。 

 

【既存不適格の経過措置等について】（14件） 

ご意見 県の考え方 

76 現在、ある看板が撤去や構造変更となれ

ば、さらに出費と損害が発生する。全て所有

者が支払うことになれば是正は進まない。ま

してや国体や新幹線が来るまでにと言われて

も自己資金で直すのは無理がある。看板に対

して行政は費用を出してくれるのか。 

６年間の経過措置については、国土交通省

が示す例規集やガイドラインにおいては３年

間とされていますが、現在の条例で定める６

年間とすることとしています。 

また、変更または改造を行う際は、６年間

の経過措置に関わらず、新たな基準に適合す

るよう撤去、改善することとしております

が、「広告板の全部または一部の表示内容の

みの変更」は、この規定には当らないことと

します。 

損害賠償については、６年間の経過措置を

設けることで権利救済されるもので補償はい

たしません。 

77 6 年間で撤去と言うが、看板は広告主の財

産であり、何の補償案も無く、条例だけ進め

ず、その費用をどうするのかをまず先に進め

るべきで、条例だけ進め、後は知らないは無

責任である。 

改正案は県内で営業しているすべての事業

所にかなりの負担だけを押し付けている。 
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ご意見 県の考え方 

78 足羽山・足羽川の眺望規制により、設置禁

止となる看板の持ち主である商店の方々に無

理がかからないよう方策を検討すべき。 

景色を見れる人もうれしい、規制される側

も納得ができる対応をしてほしい。 

しかし、撤去または改修の費用について

は、良好な景観づくりが早期に進むよう、条

例改正に合わせ、効果的な支援策を検討して

まいります。 

なお、美しい田園風景や里地・里山の農村

風景等を守り、良好な景観の形成を図るた

め、禁止地域における家屋連たん地域の除外

規定を廃止したいと考えています。 

新たな規制基準を遵守していただくため

に、県、市町、広告業などの民間団体とも連

携し、屋外広告物適正化推進会議を立上げ、

違反広告物の改善状況などの情報共有化を図

りながら、広告主となる商工関係者や屋外広

告業者への説明会を開催するなど、景観に対

する意識啓発と規制見直しの周知を図って行

きます。 

 また、許可事務や違反に対する措置事務を

行う市町および広告業団体と共同し、啓発チ

ラシの配布や県内一斉パトロールを実施し、

指導徹底を行うなど、既存の広告物改善に取

り組みたいと考えています。 

 （76～89までの「県の考え方」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 観光地周辺や観光ルートの広告物を規制す

る取り組みを進めるためには、看板の持ち主

の協力が不可欠であるので、改善に必要な費

用を行政が負担することも必要ではないか。 

80 看板の撤去や小さくする費用について、全

額自己負担というのは納得できない。 

81 看板を撤去する費用や野立看板等で生計を

立てている方には、何らかの支援をすべきと

思う。 

82 足羽山、足羽川の看板規制は、近くで商売

をされている方々にだけ負担をかけるのでは

なく、県が積極的に助成金を出すなどの対応

をすべき。 

83 福井国体も正式に決定され、これから多く

の県外の方々が来られる機会をチャンスとと

らえ、早期に効果が表れるよう、条例改正す

るだけではなく、必ず実行されるよう期待す

る。 

看板業者には経済負担も伴うかと思うの

で、撤去費用に伴う補助金制度など検討し、

実効性を確実にすべき。 

84 屋外広告物は企業（法人）が費用をかけて

設置した財産であり、しかも正式な申請の

上、毎年行政に許認可の為の費用を支払って

いるものである。これを「景観を害する」と

いう定量的ではなく主観に基づいた根拠のな

い規制で撤去を命ずる、ということには断固

反対である。 

新規の広告物に対しては認可をしない、と

いう趣旨の規制であれば理解できるが、既存

の広告物まで認可せずに撤去を求めるのであ

れば、それに係る費用は全額行政が負担する

べき。 

85 特にレンタル野立て看板業者に対して死活

問題になる内容で配慮がなさすぎる。 

違法看板や違法業者に罰則を設けるのはい

いが、許可を出し適法で商売を営む者まで一

緒に罰してほしくない。特にレンタル看板は

スポンサーが２年程度で変わり、条例が施行

後に６年の除却猶予があっても実際は長くて

２年しかないのと同じである。また、税法上

も減価償却期間中（１０年から２０年）の物

も多く、６年では撤去できない。既存不適格
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ご意見 県の考え方 

にするにしても、６年では、償却損が出るこ

とになり、なぜ６年と言う短い無茶な除却期

間を決められてしまうのか納得できない。 

また、個人や企業の財産を一方的に取り上

げる事になり、除却費用や今後生み出したで

あろう利益に対して何の保障もない。許可を

受け立てた看板がなぜ事後法により既存不適

格とになり、これは憲法３９条の事後法の禁

止にあたるのではないか。 

①既存の看板はそのままとし、今後は禁止

地域では看板は立てれないようにすべき。 

②家屋連たんは、今までと同じ禁止地域か

ら除外するようにすべき。 

③看板除却費用は人の資産を奪うことにな

るので、全額県が負担すべき。 

④最大で１０年は表示面の変更を許可する

ようにすべき。 

86 条例施行の猶予期間にも不満がある。６年

間の猶予があるとされているが、その間の意

匠変更は不可となっており、いつでも解約で

きるレンタル看板業にとっては、実質ないの

と同じで、不公平である。正式に許可を取っ

た看板を償却以前に「除却しろ」とは、あま

りに実情を無視した酷な内容である。 

看板は建築基準法でいう構築物で、建物と

同じ扱いにより建築確認書を出しており、最

長で２０年の償却期間である。それがなぜ、

来年の施行直後に解約となったら、即除却は

理不尽である。100 万円以上もかけた看板

が、その時点で使用不可能になる。税法や建

築基準法は地方の条例より下なのか。せめ

て、レンタル看板の意匠変更については、配

慮を求める。これが不可の場合は、公平な第

三者機関による判断を仰ぐことも検討したい

と思う。これはだれが費用を負担するかにつ

いても同じである。 

87 条例改正では、違法広告物を条例施行から

６年以内に撤去としているが、費用は県が全

額負担してくれるのか。費用を全額負担し、

なおかつ看板を出している広告主、企業に看

板がもたらす利益、なくなったから出た不利

益も損害賠償してもらえるのか。そこまでし

て初めて、企業、広告主は今回の条例を真剣

に考えると思うが、いきなり違反なので撤去

しなさい、条例で規制しますでは誰も聞く耳

をもたない。そういう所には、条例施行後ど

う対応するのか。 

88 改正案が成立した場合、その内容を公正

に、正直者が馬鹿を見ないよう遵守してもら
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う具体的な方策を考えているか。更に既に許

可を受けて設置している地元企業や看板業者

（特に多数の看板を所有しているレンタル業

者）に多大な経済的負担を強いることへの対

策は、考えているのか。 

法律を作るだけでなく、正しく守ってもら

う方法は作る以上に大変である。私は看板業

者だから理解している。全員が納得・了解す

るなら法律遵守はそれほど困難ではないが、

潜在的に不満や不審感を抱くなら、相当の困

難を覚悟すべき。問題は①除却・改修費用 

②景観のために本当にここまでする必要があ

るのか ③法令順守の実効性という３点。 

89 条例が成立した場合、撤去費用はどのよう

にしていくのか。おそらく２万ヶ所以上が除

却・改修の対象になると推定している。その

費用はどれくらいと見積もっているのか。だ

れが負担するのか。 

指導に従う者と従わない者はどのように対

処するつもりか。これは本当に難しい問題で

ある。 

弊社は１８年の改正で大きな経済的負担を

強いられ、指導に従ったが、全く従わない者

はなんのペナルティも受けず不公平である。

弊社はレンタル式の管理看板業者のため、営

業停止という罰則があるが、他の看板業者の

一部では、今でも無許可看板を平気で設置

し、スポンサーには指導がいくだけで、建て

放題である。こういう不公平感が根底にあ

り、その辺はどのようにして対処していくの

か。法律は作るよりいかに守り、実効してい

くかの方が大変である。 

特に全国展開しているコンビニやファース

トフード店、衣料品店などの大型看板に対

し、条例をどのように守らせるのか。県内の

企業や看板業者の問題ではない。 

 

【その他】（14件） 

ご意見 県の考え方 

90 古くなって倒壊や落下の危険が有る看板に

対し、行政が所有者に撤去、改修を求めるべ

きではないか。例えば、高さ◎◎ｍ以上の突

出看板に落下防止ワイヤーの設置を義務付け

るとかしてはどうか。 

条例では破損または老朽したもので、倒

壊、落下など公衆に危害を及ぼす恐れがある

広告物の設置を禁止しています。そのため、

広告物の許可更新の際に安全確認を行い、危

害の恐れがある場合は所有者に撤去または改

修を求めることとしています。ご意見の安全

対策につきましては、具体的な安全対応策を

検討する際の参考とさせていただきます。 

91 広告業者の方は、大きさ合戦、本数での勝 屋外広告物のデザイン、色彩・素材等を周
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負はやめて、安全で世の中の迷惑にならない

程度の大きさで、きちんとコマーシャルでき

るセンスのいいものを商業者の方に提案して

欲しい。 

辺景観と調和し、良好な景観創出にどう配慮

すべきかなどの考え方や事例をまとめたガイ

ドラインを活用し、関係団体等に周知、啓発

していきます。 

92 「表現の自由」という観点から広告内容、

デザイン、色彩などの規制は困難と思うが、

改訂の周知、啓発と共に、改善例の効果など

の情報提供し、景観への配慮を幅広く要請し

てほしい。 

93 条例を作るなら、しっかりと業者との話し

合いを持ってから県議会に出すべき。行政が

まずは統一すべきで、民間にばかり負担をか

けるのはやめるべき。 

これまでに広告業団体との意見交換や屋外

広告業登録業者全てを対象とした説明会、ア

ンケートを実施し、見直し（案）の策定を進

めてきました。なお、行政が設置する案内誘

導などの公共広告物のデザインの統一につい

ては、多言語表示も含めガイドラインを作成

することとしています。 

94 個人や事業者に任せるのではなく、行政や

地域住民も巻き込み地域ごとのテーマ（自

然、歴史、文化）に沿った屋外広告物のデザ

イン、材質等をコンペで決定し、地域ごとに

統一された広告物を設置することで、逆に広

告物を利用して地域の魅力をアピールするよ

うな取組みをしてはどうか。  

県内でも行政と地域住民により、広告物、

建築物のデザインや素材、色彩などを地域で

ルール化して魅力あるまちづくりを行ってい

る事例もあり、市町とも連携しこのような取

組みが広がるよう努めます。 

95 情報社会の中でインターネット、携帯、車

のナビ等、IT 関連の情報が錯乱している

が、皆がインターネット、スマートフォンを

活用している訳ではない。（IT 弱者の）私

個人も観光、不慣れな土地で移動するときな

どは、道路標識だけでなく看板も重要な役割

を果たし、町に立っている看板情報も大切で

ある。 

景観は個人の主観に大きく左右され、デザ

インによって変わるため、専門の委員会等が

判断して、調査検討を行い県の立場で明らか

にまずいと思われる看板、景観地域に直接規

制、指導すべき。 

屋外広告物の届け出許可を行う各市町に、

この専門委員会等を設置して構造はもちろん

のこと、特にデザインに特化したチームを作

りより精査していくべき。 

各市町によって観光地があったり、商業が

メインであったりするため、全部県にならえ

ではなく、県が予算を割り振り、市町独自に

条例をつくり施行していくことが良い。 

広告物の許可、指導を行っている市町が許

可審査、是正指導を行う際の参考とさせてい

ただきます。 

現在、大野市が市独自で条例を施行してお

ります。他の市町の意向もあるため、今後の

参考とさせていただきます。 

96 ロードサイドと福井市中心市街地、三国や

勝山などの古くからの市街地、新興住宅地等

は景観特性が違っており、一つの許可基準で

規制するより、そういったきめ細やかな部分
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は、権限を委譲して各市町の屋外広告物条例

に任せ、その策定に向けて働きかけていくべ

き。 

97 最近、バスの後部全面に施されたラッピン

グ車両をよく見かけるが、パチンコ店等の派

手な広告も目に付き、こちらも景観という観

点からみれば屋外広告物であり、交通機関の

デザインに対する規制はないのか。個人的に

はおおよそ受け入れられないものがある。 

ラッピング車両の移動広告に対しては、表

示面積などの規定はありませんが、著しく美

観風致を損なうものは許可されないものと考

えています。 

98 コンビニやスーパー等の敷地周囲に、「○

○セール」等を掲げた小旗は、死角にもなり

非常に危ないなと思う。 

看板や広告は、ある意味都市の「賑わい」

や「発展の象徴」と結びつける人も少なくな

いと思うが、そのような発想は、どこに行っ

ても同じでつまらないまちをつくると思う。 

のぼりや立看板、広告幕に対しても、現

在、条例等にて設置基準が定められていま

す。のぼり旗などの過剰な設置は、見通しを

阻害し、景観上も必ずしも好ましいものでは

ないと考えており、基準を遵守するよう市町

とともに是正活動に努めてまいります。 

99 ものすごい数ののぼり旗が出されている量

販店が見られるが、のぼり旗等も場所によっ

ては規制すべき。 

100 福井の自然資源や歴史資源を尊重し、活か

した景観づくりを進めるならば、広告物はで

きるだけそれらの景観に調和する低彩度で落

ち着いたものであるべきである。ひいてはそ

れが広告物を出している企業等のイメージア

ップ等にもつながる。地色について、色相に

関らず彩度１２以上は使用しないとなってい

るが、規制がそれで十分といえない。 

色相によっては、彩度１０や１１でも地色

の大面積で用いるとかなり鮮やかに見え、も

っと低彩度とすべき。 

また、色の多用による色彩の混乱を避ける

ために、もう少し細やかな規制をかけたほう

がよいのではないか。 

景観との調和には低彩度で落ち着いたもの

を使用するなどの対応が必要です。屋外広告

物のデザイン、色彩・素材等を周辺景観と調

和し、良好な景観創出にどう配慮すべきかな

どの考え方や事例をまとめたガイドラインに

より、色彩の誘導も行いたいと考えていま

す。 

101 冷静で慎重な審議を強く希望する。社会的

必要性や広告というビジネスを推進するうえ

で、最も基本的な“看板”が不当な扱いを受

ける事は、こうした仕事を生業にしている者

にとって受け入れがたい屈辱と感じる。看板

業者の声を直接聞いてほしい。こうした形だ

けの意見募集でも誠実な回答を求めている。

私たちは生活がかかっている。そうした者達

への配慮が欠けていると判断した場合は、強

い抵抗でのぞみたいと思う。 

屋外広告物は、自社の商品やサービスの広

告宣伝、店舗への案内誘導・所在地の目印と

しての機能を果たすなど、広告主である企

業、お店にとって重要な情報伝達ツールとな

っています。新条例の基準については、規制

地域における自然や歴史的景観、眺望、田園

風景、まちなみなど様々な地域特性を踏ま

え、県内の広告物における景観形成の課題や

周辺景観との調和した良好な景観形成が図ら

れるよう、専門家による屋外広告物審議会に

諮りながらとりまとめてきました。また、新

基準にあたり、今回の意見募集や広告業団体

等の意見を聞きながら、規制内容の検討を進

めたいと考えています。 

102 福井県が進めている景観行政については、 屋外広告物だけでなく、建物、電柱なども
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賛成の立場で、今後も協力を惜しまないが、

ただ、看板は景観の一部に過ぎず、他にも景

観を形成している建物、電柱、モニュメン

ト、街路樹、その他自動販売機や道路附属物

なども含めて、総合的な見直しが必要と考え

る。 

まちなみや自然景観を形成する重要な要素と

なっています。地域の景観づくりの主体とな

る各市町において、景観計画などを定め、総

合的な取り組みを進めています。 

 

 ※複数の方から同様な意見をいただいたものについては、「県の考え方」をまとめて標記しました。 

 

 


